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使用料は後払いになります。これにより還付及び繰越し手続きが無くなります。利用月の全日程終了
後(毎月10日頃)納付書の送付又はクレジットカード決済依頼を行いますので、期限までにお支払い
ください。期限までにお支払い頂けない場合は利用の中止又は取消しを行いますのでご注意ください。
※利用キャンセルは利用日の３日前までに行ってください。期限を過ぎたキャンセルの場合は使用料
が発生します。


